
 

登別市更生訓練費給付事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条に基づく地域生活支

援事業のうち、登別市が行う登別市更生訓練費給付事業（以下「更生訓練費給付事

業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 更生訓練費給付事業の実施主体は、登別市とする。 

（支給対象者） 

第３条 更生訓練費給付事業の支給の対象者（以下「対象者」という。）は、法第１

９条第１項に規定する支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利

用している者（身体障害者に限る。）で、定率負担に係る利用者負担額の生じない

者又はこれに準ずる者として登別市福祉事務所長（以下「福祉事務所長」という。）

が認めた者とする。 

（支給手続） 

第４条 対象者が更生訓練費を受給しようとするときは、自ら申請する場合を除き、

当該施設の長に委任するものとする。 

２ 前項の委任を受けたときは、当該施設の長は、対象者が更生訓練を受けた月ごと

に、当該訓練を受けた日数等について証明する書類並びに実習及び訓練に要する費

用を証明する書類を添えて、当該月分を当該月の翌月の１０日（当該日が登別市の

休日を定める条例（平成２年条例第３３号）第１条に定める休日に当たる場合は、

当該日の翌日）までに、登別市更生訓練費支給申請書（別記様式第１号）により福

祉事務所長に申請するものとする。 

３ 福祉事務所長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容が適正であるこ

とを確認のうえ、支給手続を行うものとする。 

（支給額） 

第５条 更生訓練費の額は、次の表に定める額とする。 

更生訓練費月額 

施設種別 訓練を受けた日数

が１５日以上の場

合 

訓練を受けた日数

が１５日未満の場

合 

就労移行支援事業所及び自立訓練事業所 １４，８００円以内 ７，４００円以内 



 

（旧視覚障害者更生施設 

（アンマ、ハリ、キュウ科）） 

就労移行支援事業所及び自立訓練事業所 

（旧視覚障害者更生施設 

（アンマ、ハリ、キュウ科を除く。） 

 旧聴覚・言語障害者更生施設 

 旧内部障害者更生施設） 

６，３００円以内 ３，１５０円以内 

就労移行支援事業所及び自立訓練事業所 

（旧身体障害者授産施設 

 旧重度身体障害者授産施設 

 旧身体障害者通所授産施設） 

３，１５０円以内 １，６００円以内 

就労移行支援事業所及び自立訓練事業所 

（旧重度身体障害者更生援護施設） 

２，１００円以内 １，０５０円以内 

（注）通所者を含む。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。 

 

附 則（平成１８年訓令第１９号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

（施行前の準備） 

２ 第４条の規定による支給決定の手続その他この訓令を施行するために必要な準

備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成２４年訓令第７号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２５年訓令第１３号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 



 

別記様式第１号（第４条関係） 

登別市更生訓練費支給申請書 

年  月  日  

 

 登別市福祉事務所長 様 

 

                       住所 

                   申請者 団体名 

                       施設長名 

 

（  年  月分）  

支給対象者名 

更生訓練のための経費（１

５日以上の場合） 

更生訓練のための経費（１

５日未満の場合） 
備考 

訓練日数 
施設 

種別 
金額 訓練日数 

施設 

種別 
金額 

 

 日  円 日  円  

        

        

        

        

 更生訓練費支給申請額     円 

 

支給対象者からの委任に基づき    年  月分を上記のとおり申請する。なお、

上記については事実と相違ないことを証明する。 

     年  月  日 

施設長        印  

 登別市福祉事務所長 様 

 

 


